
４月６日（月）～５月１３日（水）

６月３０日（火）

令和８年度 男女共同参画推進事業（オアシス）助成金事業

男女共同参画社会づくりの推進のために市民団体等が自主的に行う上記の活動等で、審査会にお

いて交付が適切と認めた事業（ただし、同一事業について市の助成金事業等と重複して申請する

ことはできません）

和泉市内を活動の拠点とし、和泉市に在住、在勤する者が過半数を占める団体

１事業で最高10万円を限度として審査会が必要と認めた額（ただし、予算の範囲内とする）

申請書類は４月６日（月）から、和泉市人権・男女参画室、モアいずみ（和泉市男女共同参画セン

ター）にて配布、もしくは和泉市ホームページ（https://www.city.osaka-izumi.lg.jp）からダウンロード

をすることができます。

【申込先】

●和 泉 市 人 権 ・ 男 女 参 画 室 ＴＥＬ ０７２５－９９－８１１６

受付時間 午前９時～午後５時１５分（土・日・祝日は除く）

●モアいずみ（和泉市男女共同参画センター） ＴＥＬ ０７２５－５７－６６４０

受付時間 午前９時～午後５時１５分

※詳しくは、裏面をご覧ください。

助 成 対 象 事 業

助 成 額

申 請 で き る 団 体

和泉市では、男女共同参画社会を推進するための講演会、ワークショップ、アンケート

の実施、学習、調査研究、出版活動などのさまざまな市民活動に対して男女共同参画推進

事業（オアシス）助成金の交付を行います。あなたも応募してみませんか。

←こちらのQRコードからも申請書類を

ダウンロードすることができます。



和泉市では、男女共同参画社会推進のために市民が自主的に行う学習、調査研究、

出版活動等に対して、男女共同参画推進事業（オアシス）助成金の交付を行います。

【 助成対象事業 】

（１）幅広い市民を対象として、男女共同参画社会の実現に役立つ普及啓発活動、ワー

クショップ、講演会、または男女共同参画社会実現に向けての課題を明らかにし

解決を目的とする調査研究等。

（２）本年度内に実施するもの、及び調査に取りかかるもの。

（３）事業の成果が市民に広く還元されること。

※ ただし、同一の事業について、市の助成金等の交付を重複して受けることができませ

ん。

【 申請できる団体 】

和泉市内を活動の拠点とし、かつ、その構成員の過半数が和泉市内に在住・在勤する

者で構成する団体。

【 申請の方法 】

所定の申請書に必要事項を記入し、関係書類を添えて申し込んでください。

【 審査会での説明 】

審査会において、応募事業の内容等を説明していただきます。（※審査会は公開です）

【 選考方法 】

説明を受けた事業について、審査会の審査を経て、交付対象事業及び助成額を決定し、

応募団体に採否を通知します。

【 助成金額 】

１事業１０万円を限度として審査会が必要と認めた額を助成します。

（但し、予算の範囲内とする）

※ 詳しくはオアシス助成金交付要綱をご覧ください。

※ 申請書類等は、和泉市ホームページからダウンロードをすることができます。

【 問い合わせ先 】

和泉市人権・男女参画室 ＴＥＬ ０７２５－９９－８１１６


